
「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示」
の改正概要

【表１】 航空機区分 区分１ 区分２ 区分３

通信等に必要な電波に
対する耐性 有 無 有 無

微弱な不要電波に対す
る耐性 有 有 無 無

【 表２ 】
電 子 機 器

現行 改正後 （令和３年３月1日～）

区分１ 区分２ 区分３ 区分１
※※

区分２
※※

区分３

①作動時
に通信用
の電波を
発射する
電子機器

携帯電話【通常ﾓｰﾄﾞ】、ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ、無線操
縦玩具、無線式ﾏｲｸ等 ×※ ×※ ×※ ×※ ×※ ×※

携帯電話【機内ﾓｰﾄﾞでBluetoothに接続】、
機内の電子機器同士で無線通信を行うもの、
無線式ﾍｯﾄﾞﾎﾝ、無線式ﾏｳｽ等

○ ×※ ×※ ○ ○ ×※

携帯電話注）、携帯情報端末注）、ﾊﾟｿｺﾝ注） 等
注） 機内ﾓｰﾄﾞで機内無線LANｼｽﾃﾑに接続 ○

該当なし

○

該当なし

（航空機の耐性上、機内無線ＬＡ
Ｎｼｽﾃﾑが装備できないため）

（航空機の耐性上、機内無線ＬＡ
Ｎｼｽﾃﾑが装備できないため）

②作動時に通信用の電波を発射しない電子機器
携帯電話【機内ﾓｰﾄﾞ】、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 等 ○ ○ △※ ○ ○ △※

（注釈） ○ ： 使用制限無し、△ ： 上空を飛行中を除き、ﾄﾞｱｸﾛｰｽﾞからﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝまで使用禁止、× ： ﾄﾞｱｸﾛｰｽﾞからﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝまで使用禁止、

※ ： 着陸の後、滑走路を離脱し誘導路に入った時から使用可能、 ※※： 出力100ﾐﾘﾜｯﾄ以下のものは使用可
（航空機の例）区分１ ： B787 , B777 , A380 , A320 , CRJ100/200 , B767(一部を除く) , B737(一部を除く) 等

区分２ ： SAAB340B , DHC8-Q300/100 , B767(一部） , B737（一部） 等
区分３ ： 一部のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ 等

【改正概要】
○低電力技術（出力100ﾐﾘﾜｯﾄ以下）の電波を発射する携帯型
電子機器については、区分１及び区分２の航空機において使
用できるよう改正

○使用が禁止されている携帯型電子機器において、運航者がそ
の安全を確認した場合は運航者に限り使用出来るよう改正

【表１】 電子機器から発射される電波に対する耐性ごとに、告示において定められた航空機の区分

【表２】 告示において定める航空機の区分に応じ使用を制限する電子機器の品目の例と使用制限時間帯等


